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東郷町議会議長 殿 

東郷町議会議員 

㊞ 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について

質問（一問一答方式・一括質問方式）したいので通告します。  

 記 

（注）要旨は、具体的に記載すること。  

質 問 事 項 質  問  要  旨 答 弁 者 

№ 3 － 1 

議席番号 番 氏 名 

会派名 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 愛知池周辺の

  環境整備につい 

 て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1） 愛知池周辺の資材置場及び産廃業者の件 

数は、平成 29年 3月議会での答弁で 34件と 

聞いている。また、作業場の事業者名、土地 

の番地、土地の所有者等を調査の上、現場に 

て作業内容、現場の状況を確認していると説 

明を受けたが、2年が経過している。継続的 

監視活動により見えてきた変化について伺 

う。 

ア 件数の変化はどのように変わったか。 

イ 作業場の状況は、環境面から見て良くな 

っているか。どのように判断しているか。 

ウ 作業場が当初と比べ拡張された事業者、

また、利用されていない放置のままとなっ

ている事業者はあるか。あるとすれば何件

あるか。 

  エ 監視活動の中で、県・消防署に連絡を取 

り現場の状況について、連絡や相談された 

ことがあると思うが、何件あるか。また、 

どの様な内容か。 

 

（2） 「東郷町開発行為及び土地利用の調整に

関する条例」（平成 30年 4月 1日施行）が制

定されたが、土地の用途変更に伴う事業で、

本町に問い合わせの件数及び開始した事業

は、どの様になっているか伺う。 

 

（3） 条例制定後、内容周知の書面を愛知池周

辺の資材置場事業者、産廃置場事業者及び地

権者に通知したと聞いている。このことにつ

いて伺う。 

ア どの様な方法で、何件に通知したか。 

イ その後に確認・相談の問い合わせ等の反 
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担当部長 
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近 藤 鑛 治 
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 （注）要旨は、具体的に記載すること。  

質 問 事 項 質  問  要  旨 答 弁 者 

№ 3 － 2 13番 氏名近 藤 鑛 治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 小・中学校の部 

 活動の取組みに 

ついて 

 

応はどのようであったか。 

ウ 条例制定告知の看板が愛知池周辺で見か 

けるが、何本作成されどの地域に立てられ 

ているか。 

エ 今後条例を周知するための条例告知方法 

は、どのように考えているか。 

 

（4） 地域住民からは、愛知池周辺の環境改善

要望を聞いている。このことについて伺う。 

ア 本町では、定期的に愛知池周辺の監視活 

動を実施していると伺っているが、どの様 

なチェク項目で、「誰が・いつ・どこを」監 

視活動されているか。 

イ 改善が必要な個所については、どのよう 

に対処されているか。 

 

（5） 県・消防署と連絡を密に取っていくと聞

いているが、このことについて伺う。 

ア 具体的にどのような方法で連絡を取り情 

報を共有しているか。 

イ その結果として成果事例があれば確認し 

たい。 

ウ 本町の監視活動を活かす意味においても

今後ますます情報の共有が必要と考えるが

どのように考えているか。 

 

（6） 本町の魅力である愛知池周辺の「水辺と

みどり豊かな自然環境の保全」は、しっかり

と守っていかなければならない重要なエリ

アと考えるが、その考えについて伺う。 

ア 東郷町環境基本条例を生かした取り組 

みは考えられないか。 

イ 本町としては、今後どのように推進して 

いく考えか。 

 

（1） 学校教育における部活動の位置づけ・役

割は、重要と考えている。本町ではどのよう

に考えて取り組みをされているか伺う。 

 

（2） 本町の小・中学校部活動の種目について

伺う。 

ア どのようになっているか。 

イ 種目はどのようにして決めているか。 
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 （注）要旨は、具体的に記載すること。  

質 問 事 項 質  問  要  旨 答 弁 者 

№ 3 － 3 13番 氏名近 藤 鑛 治 

 

ウ 生徒のニーズに答えられているか。 

エ 各部活動の中で、年間活動計画・毎月の 

活動計画（活動日時・場所・休養日及び大 

会参加日等）が作成されているが、参考に 

紹介できる部活があればお願いします。 

  

（3） 本町では小学校 6校、中学校 3校あるが、

それぞれ生徒数も教員（指導者）の人数も異

なり、それに伴い部活動の種目数も学校によ

り変わらざる得ない現状であるが、次のこと

について伺う。 

ア 一般的に勝利至上主義に偏った指導に

なりがちであるが、どのような対応をされ

ているか。 

イ 顧問の種目に対する専門的知識・指導技

 術の不足に対する対応について、どのよう

 にされているか。 

ウ 生徒の中には「競技志向」「楽しみ志向」 

の部員もいると思いますが、その生徒に対 

し、どのように対応しているか。 

エ 指導者不足の解消策として、外部指導者 

の活用は重要な役割を持っているが、学校 

内での位置づけは、どのようにされている 

か。 

  オ 一般論では、運動部活動への参加生徒の 

減少傾向にあると言われているが、本町は、 

どのような推移となっているか。 
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